
令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
消
去
）

第
百
五
十
条
の
四

匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
提
供
を
受
け
た
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
を
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
管
理
措
置
）

第
百
五
十
条
の
五

匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防

止
そ
の
他
の
当
該
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
の
義
務
）

第
百
五
十
条
の
六

匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
又
は
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
で
あ
っ
た
者
は
、
匿
名
診

療
等
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は

不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
等
）

第
百
五
十
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
匿
名
診
療
等
関
連
情

報
利
用
者
（
国
の
他
の
行
政
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳

簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
の
事
務
所
そ
の
他
の

事
業
所
に
立
ち
入
っ
て
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は

前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
是
正
命
令
）

第
百
五
十
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
百
五
十
条
の
三
か
ら
第
百
五
十
条
の

六
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
金
等
へ
の
委
託
）

第
百
五
十
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
基
金
又
は
国
保
連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
基
金
等
」
と
い
う
。）に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
五
十
条
に
見
出
し
と
し
て「（
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
）」を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
の

情
報
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
等
関
連
情
報
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
の
次
に
次
の
九
条

を
加
え
る
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
百
五
十
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
（
診
療
等
関

連
情
報
に
係
る
特
定
の
被
保
険
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
本
人
」
と
い
う
。）

を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
診
療
等
関
連
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
診
療
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
し
、
又
は

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
提
供

を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
を
行
う
も
の
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
照
合
等
の
禁
止
）

第
百
五
十
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
、こ
れ
を
利
用
す
る
者（
以

下
「
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）は
、
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
診
療
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
診

療
等
関
連
情
報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。）で
作
ら
れ
る
記
録
を
い

う
。）に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項

を
い
う
。）若
し
く
は
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又

は
当
該
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
百
五
十
条
の
十

匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
前

条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
基
金
等
が
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

匿
名
診
療
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
金
等
）
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
他
の
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め

に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
基
金
等
の
収
入
と
す
る
。

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
五
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
九
号

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
五
十
条
」
の
下
に
「

第
百
五
十
条
の
十
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「
で
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
又
は
外
国
に
お
い
て
留

学
を
す
る
学
生
そ
の
他
の
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
が
渡
航
目
的
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
日
本
国
内
に
生

活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
あ

る
者
」
の
下
に
「
そ
の
他
こ
の
法
律
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
」
を
加
え
る
。

第
七
十
七
条
の
見
出
し
を「（
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
定
め
に
関
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
調
査
）」に
改

め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
険
医
療
機
関
の
う
ち
病
院
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
前
条
第

二
項
の
定
め
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
必
要
な
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
病
院
は
、
同
項
の
調
査
に
資
す
る
た
め
、
当
該
病
院
に
入
院
す
る
患
者
に
提
供
す
る
医
療
の

内
容
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報（
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
三
に
お
い
て「
診

療
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改

正

後

改

正

前

（
被
扶
養
者
）

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
理

由
が
あ
る
者
に
準
じ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年

政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い

う
。）第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く

入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う

ち
、
本
邦
に
相
当
期
間
滞
在
し
て
、
病
院
若
し

く
は
診
療
所
に
入
院
し
疾
病
若
し
く
は
傷
害
に

つ
い
て
医
療
を
受
け
る
活
動
又
は
当
該
入
院
の

前
後
に
当
該
疾
病
若
し
く
は
傷
害
に
つ
い
て
継

続
し
て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
及
び

こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
者
の
日
常
生
活
上
の
世

話
を
す
る
活
動
を
行
う
も
の

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

総

務

省

文
部
科
学
省
令
第
四
号

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

平
井

卓
也

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府

文
部
省

自
治
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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二

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
入

管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く

入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

活
動
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
活
動
の
う

ち
、
本
邦
に
お
い
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
滞

在
し
、
観
光
、
保
養
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す

る
活
動
を
行
う
も
の

２

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
本
国

内
に
生
活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

一

外
国
に
お
い
て
留
学
を
す
る
学
生

二

外
国
に
赴
任
す
る
組
合
員
に
同
行
す
る
者

三

観
光
、
保
養
又
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の

他
就
労
以
外
の
目
的
で
一
時
的
に
海
外
に
渡
航

す
る
者

四

組
合
員
が
外
国
に
赴
任
し
て
い
る
間
に
当
該

組
合
員
と
の
身
分
関
係
が
生
じ
た
者
で
あ
つ

て
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
と
認
め
ら
れ

る
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
渡
航
目
的
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
日
本
国
内
に
生
活
の

基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
被
扶
養
者
の
申
告
）

（
被
扶
養
者
の
申
告
）

第
九
十
四
条

組
合
員
と
な
つ
た
者
に
被
扶
養
者
の

要
件
を
備
え
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
組
合
員
に
つ

い
て
被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
生
じ
た
場

合
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至

つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
組
合
員
は
、
遅
滞
な
く
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ

つ
て
は
、
組
合
員
と
な
つ
た
者
に
被
扶
養
者
の
要

件
を
備
え
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
組
合
員
に
つ
い

て
被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
生
じ
た
場
合

に
限
る
。）を
記
載
し
た
被
扶
養
者
申
告
書
を
組
合

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
し
被
扶
養
者

が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
で
、
組
合
が

そ
の
事
実
を
組
合
員
原
票
、
被
扶
養
者
申
告
書
そ

の
他
組
合
が
保
有
す
る
書
面
に
よ
り
確
認
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
十
四
条

組
合
員
と
な
つ
た
者
に
被
扶
養
者
の

要
件
を
備
え
る
者
が
あ
る
場
合
又
は
組
合
員
に
つ

い
て
被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
生
じ
た
場

合
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至

つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
組
合
員
は
、
遅
滞
な
く
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
被
扶
養
者
申
告
書

を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
し
被
扶

養
者
が
そ
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
で
、
組

合
が
そ
の
事
実
を
組
合
員
原
票
、
被
扶
養
者
申
告

書
そ
の
他
組
合
が
保
有
す
る
書
面
に
よ
り
確
認
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

被
扶
養
者
の
要
件
を
備
え
る
者
が
第
二
条
の

二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

﹇
新
設
﹈

五

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
二

﹇
略
﹈

第
百
一
条
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
７

略
﹈

﹇
２
〜
７

同
上
﹈

８

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業

主
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
主
よ
り
当
該
通
知

に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し

に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
（
同
項
に
規
定
す
る
標

準
報
酬
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び

第
百
一
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
同
法
第

四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参

酌
し
て
当
該
継
続
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決

定
し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

８

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業

主
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十

号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報

酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
事
業
主
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の

写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た

標
準
報
酬（
同
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
を
い
う
。

次
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
百
一
条
の
十
に

お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
同
法
第
四
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
継
続

長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定
し
又
は
改
定
す

る
も
の
と
す
る
。

﹇
９
〜
12

略
﹈

﹇
９
〜
12

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
法
」
と

い
う
。）第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。）第
二
条
の
二
の
規
定
の
施
行
に
よ
り
被
扶
養
者
の
要
件
を

欠
く
に
至
る
者
で
あ
つ
て
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
も
の
の
当
該
入
院
の
期
間
に
お
け
る
被
扶
養
者
と
し
て
の
資
格
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
が
引
き
続
き
当
該
組
合
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
そ
の
組
合
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

て
い
る
間
（
そ
の
者
が
当
該
組
合
員
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
主
と
し
て
そ
の
組
合
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
間
）
に
限
り
、
改
正
後
の
法
第
二
条
第
一
項
第

二
号
及
び
改
正
後
の
規
程
第
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

組
合
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
改
正
後
の
規
程
第

二
条
の
二
の
規
定
の
施
行
に
よ
り
被
扶
養
者
の
要
件
を
欠
く
に
至
る
者
を
有
す
る
組
合
員
か
ら
、
令
和
二
年
四
月
一

日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
た
改
正
後
の
規
程
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
申
告
書
の
提
出
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。





 

 

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令の概要について 

 

 

１．趣旨 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正

する法律（令和元年法律第 9号）により、地方公務員等共済組合法（昭和 37年

法律第 152号。以下「地共済法」という。）が改正され、被扶養者の要件に国内

居住要件が追加されたことから、本改正の施行（令和 2年 4月 1日施行）に向け

て、地方公務員等共済組合法施行規程（昭和 37年総理府・文部省・自治省令第 1

号）について所要の改正を行う。 

 

２．改正の内容 

（１）第 2条の 2（新設） 

○第 1項 

   改正後の地共済法第 2条第 1項第 2号に規定する主務省令で定める者（地共済

法の被扶養者に該当しない者）を次に掲げる者とする。 

  ① 日本の国籍を有しない者であって、「医療滞在ビザ」で来日した者 

  ② 日本の国籍を有しない者であって、「観光・保養を目的とするロングステイ

ビザ」で来日した者 

 

 ○第 2項 

   改正後の地共済法第 2条第 1項第 2号に規定する主務省令で定めるもの（日本

国内に生活の基礎があると認められるものとして被扶養者に該当するもの）を次

に掲げる者とする。 

  ① 外国において留学をする学生 

  ② 外国に赴任する組合員に同行する者 

  ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡

航する者 

  ④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であっ

て、②に掲げる者と同等と認められるもの 

  ⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内

に生活の基礎があると認められる者 

 

（２）第 94条第 1項 

 被扶養者の要件を備える者が第 2条の 2第 2項各号のいずれかに該当する場合

は、その旨について被扶養者申告書に記載するよう改正する。 

 

（３）第 101条の 2 

 （１）の新設に伴い、所用の改正を行う。 
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（４）経過措置（附則） 

 ① この命令の施行により被扶養者でなくなる者であって、施行日時点で保険医

療機関に入院している者の被扶養者の資格について、入院期間中は継続させる

ことを規定。 

 ② この命令の施行の日前においても、本改正後の規定により被扶養者の要件を

満たさなくなる者に係る被扶養者申告書を組合が受理できることを規定。 

 

３．スケジュール 

公布日：令和元年 8月 30日 

施行日：令和 2 年 4 月 1 日（ただし、２（４）②については公布日） 

 


